受付番号（市使用）

東近江市「介護相談員」応募用紙
	ふりがな
	
	性別
	男　・　女

	氏名
	
	生年月日
	　　年　　月　　日

	住所
	〒　　　－　　　　　


	電話番号
	（固定）
（携帯）
	FAX
	

	ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
	

	職業
	
	勤務先
	


【所持資格、ボランティア活動歴及び職歴等】
〇福祉に関する資格やボランティア活動歴等あれば御記入ください。参考にさせていただきます。
	取得や活動時期等
	資格名、ボランティア活動歴や職務内容等

	年　　　　　月
	普通自動車第一種運転免許
	有　　　・　　　無

	[bookmark: _Hlk150793343]年　　　　　月
	

	年　　　　　月
	

	年　　　　　月
	

	年　　　　　月
	

	年　　　　　月
	

	年　　　　　月
	


※御記入いただいた個人情報については、選考のためにのみ利用させていただきます。
　なお、提出いただいた応募用紙については返却できませんので御了承願います。
※裏面も確認してください。
【提出先及びお問合せ】
持参、郵送、ＦＡＸ又はメールにて御提出ください。東近江市長寿福祉課　介護保険係（東近江市役所本館１階）
〒527-8527　　滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
電　話　0748-24-5678　　Ｉ　Ｐ　050-5801-5678
ＦＡＸ　0748-24-5693　　メール　chojufu@city.higashiomi.lg.jp







介護相談員とは・・・
　介護サービスの提供の場を訪ね、利用者の相談に応じる等の活動を行っていただく人です。介護相談員は、利用者と事業所との“橋渡し役”となり、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、事業所における介護サービスの質の向上を図り、苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者の日常的な不平、不満又は疑問に対応して改善の道を探ることを目的とし活動します。

介護相談員の活動は以下のとおりです。
・事業所等へ定期的に訪問する（月2回程度）
・利用者の話を聞き相談にのる
・介護サービスの現状把握に努める
・事業所等の管理者や従業者と意見交換する　　
　　　・活動状況について市に報告
　　　・介護相談員の連絡会議等に参加　　　　　　　　　等々

介護相談員は一定の研修受講が必要です。応募された人の中から面接選考の上、市の指定する研修（前期４日間、後期１日間、前期研修後フィールドワーク実習あり）を受講していただきます。※既に受講済みの方を除く。
